
１ 沖縄県文化芸術振興条例の制定

沖縄県では、基本理念の下に、総合的な文化芸術振興施策を策定・
実施するとともに、その施策の策定に県民等が参画する仕組を確立す
るため、平成25年10月に沖縄県文化芸術振興条例（以下「条例」とい
う。）を制定しました。

２ 文化芸術振興に関する基本理念

条例第２条に規定されている基本理念は、以下の10項目になります。

〔文化芸術振興に関する基本理念〕

１ 文化芸術の担い手の自主性の尊重

２ 創造性の尊重、地位の向上

３ 文化芸術を創造し、享受する権利の確保

４ 文化芸術の多様性の尊重、保護及び発展

５ 世界に通用する質の高い文化芸術の振興

６ 伝統的な文化芸術の継承

７ 創造的活動の推進

８ 国内外との文化芸術交流の推進

９ 多様な人材の育成

10 県民、文化芸術団体、事業者、教育研究機関、市町村と県の
相互連携及び協力

県の施策の策定・実施に県民等が参画する仕組について
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３ 県が策定・実施する施策の体系

条例第２章に規定されている基本的施策の体系は以下のとおりです。

※ ５節、17条で基本的施策を規定
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４ 県民等の意見の反映（県民参画の仕組）

条例では、県が文化芸術施策を策定、実施するに当たっては、広く県
民等の意見が反映されるよう配慮することとしており、そのための具体
的手続を定めています。

⑴ 県民等の意見の反映（条例第24条）
県は、文化芸術振興施策に県民等（※）の意見を反映させるため、毎
年度、県民等に施策に関する情報を公表し、意見を聴くこととしていま
す。

※「県民等」とは、県民の他に観光客など県内に滞在する方を含みます。

⑵ 沖縄県文化芸術振興審議会による調査審議（第25条）

県は、毎年度、文化芸術振興施策を学識経験者等で構成される沖縄
県文化芸術振興審議会に示し、その調査審議の結果を施策に反映す
ることとしています。

施策の策定・実施における県民等の意見の反映（イメージ図）
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